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石油コンビナート等における防災体制の充実強化等について（通知） 

 

東日本大震災及びその後において発生した石油コンビナート災害では、大規模な爆発、

火災の延焼等により、当該事業所の敷地外、更には石油コンビナート等特別防災区域の

外部にまで影響が及ぶ事案も発生しました。 

このような広範囲に影響を与える災害に対処するため、平成２５年７月から「石油コ

ンビナート等防災体制検討会」を開催し、石油コンビナート等防災体制の充実強化につ

いて検討を行い、このたび下記のとおり報告書を取りまとめました（別添概要参照）。 

貴道府県におかれては、石油コンビナート等防災本部を中心とする防災体制の充実強

化を推進するとともに、特定事業者に対し自衛防災組織等の防災活動の手引きを活用し

更なる防災体制の強化に努めるよう適切なご指導をお願いいたします。また、貴道府県

内の関係市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても周知され

るようお願いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく

助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

第１ 石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）のあり方について 

 平成２４年に発生した４つの事故事例について防災本部等の活動に着目した検証を

行い、防災本部等に求められる活動・業務について整理し、さらに整理した内容ごとに

防災本部等の防災体制の充実強化のあり方について、次のとおり示したこと。 

 

１ 関係機関の情報共有 

（１） 事故の初期段階において、応急対策上必要な情報を把握し、消防機関をはじ

め、保安や環境等を担当する関係機関と共有することが必要であること。 

（２） 現場活動を行う関係者に速やかに応急対策上必要な情報が提供されるよう、

特定事業所の協力を得ることができる仕組みをあらかじめ構築することが重



要であること。 

 

２ 関係機関の連携体制 

（１） 防災本部は、必要な機関との一元的な連絡調整ができる体制になっているこ

とから、その機能を積極的に活用すること。  

（２） 応急対応後の発災事業所に対する報告の徴収（石油コンビナート等災害防止

法第３９条）、立入検査（同法第４０条）等の規定を活用し、関係機関と連携

した再発防止策の策定、事業者の指導等も可能であること。 

 

３ 住民への情報伝達 

（１） 近隣の住民等への情報の伝達については、コンビナート事故が発生したこと、

取り得る避難等の方法を伝達することが必要であることから、防災本部及び関

係機関において速やかに情報共有を行うことが必要であること。 

（２） 防災本部においては、関係機関の情報伝達の資源を把握し、必要な情報が適

切なタイミングで、適切な対象者に伝わるよう、調整を行っていくことが必要

であること。 

 

４ 教育・訓練体制の充実 

  実際に発生した事故や自然災害の状況を参考に、対処すべき内容を想定して、石

油コンビナート等防災計画の充実を図るとともに、関係機関を含めた防災訓練を実

施することが必要であること。 

 

第２ 自衛防災組織等の防災活動の手引きの見直しについて 

「特定事業所における自衛防災組織等の防災体制の充実について（昭和５８年５月

３１日付け消防地第１０５号）」により示した「自衛防災組織等のための防災活動の

手引（屋外タンク編）」及び「特定事業所における防災対策の推進について（昭和５

９年１２月１８日付け消防地第２８７号）」により示した「自衛防災組織等のための

防災活動の手引（プラント編）」について、その後の事故事例から得られた教訓、最

近の法令改正、各種通知及び近年における各種研究・調査等の結果を反映し、「自衛

防災組織等の防災活動の手引き」を改定したこと。 

なお、「浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の保安対策の徹底及び応急措置体制の整備に

ついて」（平成２５年７月３１日付け消防危第１４１号、消防特第１５４号）の４に

おいて、別途通知するとしている緊急時応急マニュアルは、この「自衛防災組織等の

防災活動の手引き」であること。 

 

 

 



※報告書の全文は、消防庁ホームページでご覧いただけます。 

「石油コンビナート等防災体制検討会報告書（平成２６年２月）」 

（ http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/fil

e/houkokusyo.pdf） 

「石油コンビナート等防災体制検討会報告書 別冊 自衛防災組織等の防災活動の手

引き」 

（ http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/fil

e/tebiki.pdf） 

【問い合わせ先】 

特殊災害室  古澤課長補佐、瀧下係長 

電話 03-5253-7528（直通）、Fax 03-5253-7538 

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/file/houkokusyo.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/file/houkokusyo.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/file/tebiki.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/sekiyu_bousaitaisei/file/tebiki.pdf


検討会の目的 

石油コンビナート等防災体制検討会報告書（概要） 

 石油コンビナート等防災体制の充実強化について、石油コンビナート等防災本部等の防災体制の充実強化及び最新の知見を踏まえた
自衛防災組織等の防災活動の手引きの見直しについて検討を行う。 

検討会委員 

検討項目 
 （１） 石油コンビナート防災本部のあり方について 
 （２） 自衛防災組織等の防災活動の手引きの見直しについて 
 

（座  長）小林 恭一 東京理科大学大学院 国際火災科学研究科 教授 
（座長代理）佐藤 愼司 東京大学 大学院工学系研究科 教授 
（委  員）阿部 則章 和歌山県 総務部 危機管理局 消防保安課 課長 
      石井 俊昭 石油連盟 環境安全委員会 安全専門委員会 消防・防災部会長 
      市川 芳隆 四日市市消防本部 予防保安課 課長 
      伊藤 英男 危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター長 
      岩岡  覚 電気事業連合会 工務部 副部長  
      緒方 啓一 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油備蓄部 環境安全課 担当調査役 
      加藤  洋 神奈川県 安全防災局 安全防災部 工業保安課 課長 
      佐藤 康雄 （一財）全国危険物安全協会 理事 
      白木 邦治 （一社）日本鉄鋼連盟 防災委員会委員 
      高橋 俊勝 川崎市消防局 予防部 危険物課 課長 
      塚目 孝裕 消防研究センター 特殊災害研究室 室長 
      土井 純二 （一社）日本ガス協会 技術部 製造技術グループマネジャー 
      村上ひとみ 山口大学大学院 理工学研究科 准教授   
      森  秀信 北九州市消防局 予防部指導課 課長 
      吉田 篤史 千葉県 防災危機管理部 消防課 課長 
      吉田 一史 石油化学工業協会 保安専門委員会 消防防災専門委員長 
（オブザーバー） （略） 
 

別添 

   第１回検討会 平成２５年 ７月３０日      第２回検討会 平成２５年１１月 ５日 
   第３回検討会 平成２６年 １月３０日      第４回検討会 平成２６年 ２月２１日 

検討会の経過 



 
 
 
 
 
 
 

（１） 石油コンビナート等防災本部のあり方について 

 
 
（事故事例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１） 関係機関の情報共有 
（２） 関係機関の連携体制 
（３） 住民等への情報伝達 
（４） 教育・訓練体制の充実 

・（千葉県）コスモ石油
(株)千葉製油所アス
ファルト流出事故 

 
・（兵庫県）(株)日本触

媒姫路製造所爆発火
災事故 

 
・（山口県）三井化学

(株)岩国大竹工場製
造施設爆発火災事故 

 
・（沖縄県）沖縄ターミ
ナル(株)原油漏えい
事故 

最近の事故事例から見た石油コ
ンビナート等防災本部等の求め

られる活動・業務の整理 

充実強化のあり方 背景 

充実強化が必要な項目を整理 

 （２）関係機関の連携体制 
 ・ 石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）は、石災法の規定に基づき３３の道府県に置

かれている組織であり、その組織についても、本部長は当該防災本部を設置する都道府県の知事、
本部員は国の機関、自衛隊、警察、市町村長、消防長、特定事業所の代表者等と規定され（石災法
第２８条）、防災本部として必要な機関との一元的な連絡調整ができるように配慮されている。  

   
 ・ 応急対応後の発災事業所に対する報告の徴収（石災法第３９条）、立入検査（同第４０条）の規定を 
 活用し、関係機関と連携した再発防止策の策定、事業者の指導など必要な対応を行うことも可能。 
 
  

 （３）住民への情報伝達 
・ 近隣の住民等への情報の伝達については、コンビナート事故があったこと、取り得る避難等の方法
を伝達することが必要。 
 
・ 防災本部においては、関係機関の情報伝達の資源を把握し、必要な情報が適切なタイミングで、適
切な対象者に伝わるよう、調整を行っていくことが必要。 

 （４）教育・訓練体制の充実 
・ （１）から（３）を踏まえると、実際に発生した事故や自然災害の状況を参考に、対処すべき内容を想定
して、石油コンビナート等防災計画の充実を図るとともに、関係機関を含めた防災訓練を実施すること 
が必要。 
 
 

 （１）関係機関の情報共有 
・ 初期段階において、応急対策上必要な情報を把握し、消防機関をはじめ、保安や環境等を担当する
関係機関等と共有することが必要。 
 
・ 現場活動を行う関係者に速やかに応急対策上必要な情報が提供されるよう、特定事業所の協力を
得ることができる仕組みをあらかじめ構築することが重要。 
 
・ 石油コンビナート等災害防止法（以下「石災法」という。）第２４条の２に規定する「情報提供の要求」
への対応について、防災規程に規定することが必要。 

（株）日本触媒姫路製造所 
爆発火災事故 

三井化学（株）岩国大竹工場 
製造施設爆発火災事故 



（２） 自衛防災組織等の防災活動の手引きの見直し 

第１ 自衛防災組織等のあらまし 
  石油コンビナート等災害防止法に基づく自衛防災組織等に関する規制について整理。 
 
 
 
第２ 防災活動 
 １ 共通事項 
   消防機関への通報、関係機関等に対する情報提供、指揮本部の設置、安全管理、関係機

関等との連携・協力について留意事項等を整理。 
 
 ２ 施設別事項 
   貯蔵施設、製造施設等で、火災、爆発、漏えい等ごとに防災活動上の留意事項等を整理。 
 
 
 
 
 ３ 特定防災施設等の応急措置・維持管理 
   東日本大震災の際、特定防災施設等及び防災資機材等が地震、津波等により破損したこと 
  を受け、破損した際の応急措置や事前対策等について整理。  
 
 
 
 ４ 大容量泡放射システム 
   大容量泡放射システムの計画、運用、課題等について整理。 
 
 
 
第３ 災害事例 
  過去の事故における教訓等を整理。 
 
 
 
第４ 防災教育・訓練 
  防災教育・訓練の留意事項を整理。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手引きの構成 

自衛防災組織等の防災活動の手引き 
 S58 自衛防災活動マニュアル（屋外タンクの火災と流出） 
 S59 自衛防災組織等のための防災活動の手引（プラント編）  
 

 
改定のイメージ 

自衛防災組織等の防災活動の手引き 

S59以降の事故事例から得られた教訓等を反映 
例：大震災に伴う火災・爆発及び津波被害 
  大容量泡放射システムを配備した事故 
  浮き屋根沈降事故 
  内部浮き蓋の異常事故  
 

最近の法令改正の事項を反映 
例：大容量泡放射システムの導入 
  省力化された防災資機材  
 

各種通知の内容を反映 
例：防災要員教育訓練指針 
  省力化された防災資機材の運用  
 

事業所に対するヒアリング調査を実施し、良好事例を整理 
 
近年における各種研究・調査等の結果を反映 
例：H18 石油コンビナートにおける延焼防止対策に関する調
査研究～浮き屋根式屋外タンク全面火災時に自衛防災組
織等が行う防災活動に関する検討報告書 等 

  
 

○自衛防災組織等が備え付ける防災資機材の例 
（左の車両から、泡原液搬送車、大型化学消防車、
大型高所放水車） 

○災害事例 
（沖縄ターミナル(株)原油漏えい事故） 

泡の放射 ○大容量泡放射 
 システム 

○貯蔵施設の爆発火災 
（コスモ石油（株）千葉製油所 
液化石油ガスタンク爆発火災事故） 

○特定防災施設の応急措置の例 
（大型土のう＋防水シートのよる補修状況） 
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